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令和 2年 12 月 15 日公表 
※質問で明らかな誤字は修正しております 

№ 書類名 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 質問の回答 

1 実施方針 3 第 1 1 (5) 土地の使用料 

付帯施設の土地使用料について提案内容を踏まえて減免の検討を

行うとありますが、無償を前提とした提案を行った場合で土地が有

償となった場合には、付帯施設の実施有無は別途事業者で検討可能

という理解で宜しいでしょうか。 

県との協議のもと、実施の有無を検討出来るものとします。 

2 実施方針 12 第 2 3 (2) 
参加資格要件 

（設計業務） 

動物愛護センターの実施設計実績がある場合には、時期や平米数の

制限は「無し」として頂けないでしょうか。 
動物に係る施設整備であることを考慮し、ご提案の通りに致します。 

3 実施方針 15 第 2 6 (2) SPC の設立 
SPC の設置場所として本事業用地（広島県三原市本郷町上北方字倉

山 11352 番）を設定することは可能でしょうか。 
ご理解の通りです。 

4 実施方針 23 別紙 1 
  

第三者賠償リスク 

県及び第三者の帰責事由により第三者に損害を与えた場合は、

NO.49（施設損傷リスク）と同様、県の負担として頂きますようご

検討をお願いいたします。 

基本的に事業者負担とします。 

事業者の責めの帰すべからざる事由に発生した場合で、付保された保

険等により填補されない場合は県負担とします。 

5 実施方針 23 別紙 1 12 
 

税制度リスク 

その他事業に影響を及ぼす税制の新設・変更に関するものは主分担

が県と事業者の両者となっておりますが、分担割合をご教示頂けな

いでしょうか。 

入札公告時に明らかにします。 

6 
要求水準書

（案） 
16 第 2 6 (1) 

諸室 

機能に係る要求水準 

職員の事務室とありますが、職員とは県職員を指しておりますでし

ょうか。 
ご理解の通りです。 

7 
要求水準書

（案） 
16 第 2 6 (1) 

諸室 

機能に係る要求水準 
事業者側の事務室は、職員の事務室と兼用でしょうか。 

職員事務室は県職員専用です。 

事業者事務室は、別途ご提案ください。 

8 
要求水準書

（案） 
16 第 2 6 (1) 

諸室 

機能に係る要求水準 

SPC 職員とは、SPC（事業者）から委託される企業（例えば構成員で

ある運営企業など）を含む理解で宜しいでしょうか。 
ご理解の通りです。 

9 
要求水準書

（案） 
24 第 2 6 (2) 

諸室 

機能に係る要求水準 
駐車場は事業者も利用して良いとの認識で宜しいでしょうか。 ご理解の通りです。 

10 
要求水準書

（案） 
23 第 2 6 (1) 

諸室 

機能に係る要求水準 

事業者が駐車場を利用する場合でも、無償で利用できる認識で宜し

いでしょうか。 
ご理解の通りです。 

11 
要求水準書

（案） 
30 第 3 1 (12) 保険 

第三者賠償保険として①～④の保険記載がありますが、施設所有者

である県にて火災保険等は付保される計画でしょうか。 
ご理解のような予定をしております。 

12 
要求水準書

（案） 
30 第 3 1 (12) 保険 

第三者賠償保険として①～④の保険記載がありますが、保険内容が

満たせれば保険名称は別のものでも宜しいでしょうか。 
ご理解の通りです。 

13 
要求水準書

（案） 
45 第 3 9 (7) 出張譲渡会 

県等の指示により開催する理解ですが、出張譲渡会を開催する場

合、当該費用は別途貴県にてご負担頂ける理解で宜しいでしょう

か。 

ご理解の通りです。 

14 実施方針 6 第 2 1 (1) 基本的な考え方 
総合評価一般競争入札方式とありますが、入札金額が最も低いグル

ープが落札するということでしょうか。 

評価基準は入札公告時に明らかにします。 

広島県建設工事総合評価落札方式実施要領に従い、価格評価と技術評

価、政策評価の加点審査により落札者を決定します。 

15 実施方針 11 第 2 3 (1) 入札参加者の構成等 
構成企業の下請け業者（土木設計等）を協力業者として記載してよ

ろしいでしょうか。 
ご理解の通りです。 

16 実施方針 13 第 2 3 (2) 
入札参加者の参加資

格要件 

建築工事と土木工事それぞれに監理技術者を配置とありますが、土

木のウェイトが小さいため建築のみとしてよろしいでしょうか。 
ご理解の通りです。 

17 実施方針 18 第 4 1  立地条件 
敷地造成工事は、8、425 ㎡のうち必要な部分（提案次第）及びサイ

クルロード法面と考えてよろしいでしょうか。 

敷地造成範囲は、要求水準書（案）別紙の資料 1 を参照し、開発行為

の協議により調整池の設置をしない範囲です。 

サイクリングロードは法面の造成は必須ではございませんが、造成工

事がサイクリングロードに影響を及ぼさないようにしてください。 
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№ 書類名 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 質問の回答 

18 実施方針 18 第 4 1  立地条件 
上記範囲の残り（5494 ㎡）が森と考え、造成工事は行わないと考え

てよろしいでしょうか。 
ご理解の通りです。 

19 実施方針 18 第 4 1  立地条件 
一部敷地範囲外を使用可能とする、とありますが開発範囲外であっ

ても施設整備に利用できると考えてよろしいでしょうか。 

要求水準書（案）別紙の資料 1をご確認ください。 

造成範囲であれば敷地範囲外であった場合でも施設整備に利用できま

す。 

20 実施方針 18 第 4 1  立地条件 一部敷地範囲外の正確な位置をお示しください。 
要求水準書（案）別紙の資料 1 の敷地範囲に含まれない造成範囲のこ

とです。 

21 実施方針 18 第 4 2  施設要件等 
中央森林公園駐車場を踏まえた面積設定、とありますが公園駐車場

と合わせて 2500 ㎡確保すればよいと考えてよろしいでしょうか。 

2、500 ㎡は設けるべき最低面積ではございませんが、本事業敷地内の

みの要求水準となります。 

別途、必要駐車台数を記載しておりますので、ご確認ください、 

22      その他 予算をご提示ください。（維持管理、運営、建設、設計等） 
入札公告時に明らかにします。 

予定価格は示させていただきますが、内訳の提示予定はありません。 

23      その他 提案書の成果物リストをご提示ください。 入札公告時に明らかにします。 

24 実施方針 4 第１ 1 (5) 
選定事業者の収入に

関する事項 

選定事業者の収入源として③ネーミングライツによる収入が記載され

ておりますが、貴県が収受した命名権料が全額選定事業者に支払われ

るのでしょうか。 

県の収入となります。 

25 実施方針 4 第 1 1 ③ 
ネーミングライツに

よる収入 
ネーミングライツの募集開始時期を教えてください。 未定です。 

26 実施方針 4 第 1 1 ③ 
ネーミングライツに

よる収入 
命名権取得者決定時期を教えてください。 未定です。 

27 実施方針 4 第 1 1 (5) 事業概要 

設計・建設期間について、設計期間と建設期間の設定は、令和 3 年 6

月から令和 5 年 3 月の範囲であれば、事業者の判断で設定して宜しい

でしょうか。 

ご理解の通りです。 

28 実施方針 6 第 2 1 (4) 入札の中止等 
入札参加企業又は入札参加グループが１者であっても入札中止とはな

らない、との理解で宜しいでしょうか。 
ご理解の通りです。 

29 実施方針 10 第 2 2 (9) ヒアリング プレゼンテーションは行なわない、との理解で宜しいでしょうか。 プレゼンテーションを実施する予定です。 

30 実施方針 13 第 2 3 (2) 
建設企業のうち建築

工事に当たる者 

「当該工事の現場に専任・・・」との記載がありますが、土木工事と

建築工事が重なっている期間は建築・土木それぞれの監理技術者の配

置が必要となるのでしょうか。 

No.16 の回答をご確認ください。 

31 実施方針 15 第 2 5 (1) 著作権について 

「～また、落札者以外の提案については、本事業の公表以外には使用

しない。」とありますが、選定事業者になれない者の提案内容も公表さ

れるという理解でよろしいでしょうか 

基本的には公表しません。 

32 実施方針 18 第 4 1  立地条件 
敷地面積 13、494m2 については境界確定がなされ、境界に関する紛争

は無いと考えてよろしいでしょうか。 
ご理解の通りです。 

33 実施方針 18 第 4 1  立地条件 
敷地面積 13、494m2 については境界確定がなされ、境界杭等により境

界を明確に確認できると考えてよろしいでしょうか。 
ご理解の通りです。 

34 実施方針 18 第 4 1  立地条件 
敷地面積 13、494m2 については貴県所有地と考えてよろしいでしょう

か。 
ご理解の通りです。 

35 実施方針 18 第 4 1  立地条件 
「開発範囲は平地部分を活用した約 8、000m2 程度」との記載がありま

すが、程度の範囲をお示しください。 
No.17 の回答をご確認ください。 

36 実施方針 18 第 4 1  立地条件 

「～（一部敷地範囲外の敷地についても、県有地であるので、使用可

能とする。）」とありますが、一部敷地範囲外でも県有地であれば無償

で使用可能でしょうか。 

ご理解の通りです。 

37 実施方針 18 第 4 1  立地条件 敷地内に存在する水路の位置を図示していただけないでしょうか。 要求水準書（案）別紙をご確認ください。 

38 実施方針 18 第 4 1  立地条件 現状の敷地地盤レベルについて、詳細な測量図を開示していただけな 要求水準書（案）別紙をご確認ください。 
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№ 書類名 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 質問の回答 

いでしょうか。 

39 実施方針 23 別紙 1   
リスク分担表（案）

No.21 

不可抗力リスクは一定金額以下は事業者負担となっておりますが、「一

定金額」はどの程度を想定されているかご教示ください。 
入札公告時に明らかにします。 

40 実施方針 23 別紙 1   
リスク分担表（案）

No.21 

不可抗力リスクは一定金額以下は事業者負担」とありますが、いつ公

開されるでしょうか。 
入札公告時に明らかにします。 

41 実施方針 23 別紙 1   
リスク分担表（案）

No.21 

「自然発生的な人為的な事象」は「自然発生、人為的な事象」と解釈

しましたが、疫病はこれに含まれるとの認識で宜しいでしょうか。 
ご理解の通りです。 

42 実施方針 24 別紙 1   
リスク分担表（案）

No.28 

計画設計段階における埋設文化財調査に関する費用は県の負担となっ

ておりますが、建設段階における埋設文化財調査に関する費用も同様

に貴県の負担との認識で宜しいでしょうか。 

ご理解の通りです。 

43 実施方針 24 別紙 1   
リスク分担表（案）

No.38 

実施方針 P24 に記載されている NO38（県側の指示による工事費の増大）

に該当する場合、どのような手続きにより増加費用が確定するのでし

ょうか。 

入札公告時に明らかにします。 

44 
要求水準書

（案） 
      資料一覧はいつ、どのように公表されるのでしょうか。 県 HPをご確認ください。 

45 
要求水準書

（案） 
5 第１ 7 (2) 知的財産権の引継ぎ 

事業終了時に、本事業により発生した知的財産権等の一切を貴県に引

継ぐことが求められておりますが、知的財産権等の「等」とはどのよ

うなものを想定しているかご教示ください。 

ノウハウや手続き等です。 

46 
要求水準書

（案） 
5 第１ 7 (2) 知的財産権の引継ぎ 

事業終了時に、本事業により発生した知的財産権等の一切を貴県に引

継ぐことが求められておりますが、ノウハウや手順等もこれに含まれ

るという理解で宜しいでしょうか。 

ご理解の通りです。 

47 
要求水準書

（案） 
5 第１ 7 (2) 知的財産権の引継ぎ 

事業終了時に、本事業により発生した知的財産権等の一切を貴県に引

継ぐことが求められておりますが、具体的な引継ぎ方法についてご教

示ください。 

ご提案によるものとします。 

48 
要求水準書

（案） 
5 第１ 7 (2) 知的財産権の引継ぎ 

事業終了時に、本事業により発生した知的財産権等の一切を貴県に引

継ぐことが求められておりますが、法律上保護される権利に関しては

有期・有償での引継ぎという理解で宜しいでしょうか。 

法律上保護される権利は、引継ぎ内容に応じて県との協議により決定

します。 

49 
要求水準書

（案） 
6 第１ 9  文書の管理・保存 

事業者に求められる文書の管理・保存について、必要な期間をご教示

ください。 

建築士法や建設業法、会社法など関係法令規則に基づくともに、県と

の協議により決定するものとします。 

50 
要求水準書

（案） 
7 第 2 1 (1) 敷地条件 

敷地面積 13、494m2 については境界確定がなされ、境界に関する紛争

は無いと考えてよろしいでしょうか。 
No.32 の回答をご確認ください。 

51 
要求水準書

（案） 
7 第 2 1 (1) 敷地条件 

敷地面積 13、494m2 については境界確定がなされ、境界杭等により境

界を明確に確認できると考えてよろしいでしょうか。 
No.33 の回答をご確認ください。 

52 
要求水準書

（案） 
7 第 2 1 (1) 敷地条件 

敷地面積 13、494m2 については貴県所有地と考えてよろしいでしょう

か。 
ご理解の通りです。 

53 
要求水準書

（案） 
7 第 2 1 (1) 敷地条件 

「開発範囲は平地部分を活用した約 8、000m2 程度」との記載がありま

すが、程度の範囲をお示しください。 
No.17 の回答をご確認ください。 

54 
要求水準書

（案） 
10 第 2 2 (3) 設計業務 

⑦に「建築環境総合性能評価システム（CASBEE）」の計算結果を提出と

ありますが、計算までが義務であり認証取得までは必要ないと考えて

よろしいでしょうか。 

ご理解の通りです。 

55 
要求水準書

（案） 
13 第 2 3 (3) 備品設置業務 

「移設する備品等は現時点での想定であるので、県からの追加対応に

も必要に応じて実施すること」との記載がありますが、追加対応は実

施方針 P24 に記載されている NO38（県側の指示による工事費の増大）

に該当すると考えてよろしいでしょうか。 

該当いたしません。 

56 
要求水準書

（案） 
13 第 2 3 (3) 備品設置業務 

慰霊祭は貴県の企画・スケジュール・費用にて実施され、本件の業務

範囲外と考えてよろしいでしょうか。 
ご理解の通りです。 

57 
要求水準書

（案） 
13 第 2 3 (3) 備品設置業務 現在実施されている慰霊祭の仕様の開示をお願いします。 別紙（実施要領）を参照ください。 
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№ 書類名 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 質問の回答 

58 
要求水準書

（案） 
13 第 2 3 (3) 備品設置業務 

「設置時期を決め開所に遅れがないようにすること」との記載があり

ますが、「県からの追加対応」に該当する備品についてはこの限りでは

ないと考えてよろしいでしょうか。 

ご理解の通りです。 

59 
要求水準書

（案） 
25 第 2 6 (3) その他 ③外構の防犯カメラ数は提案でしょうか。 ご理解の通りです。 

60 
要求水準書

（案） 
26 第 2 7 (1) 電気設備 ⑨防犯管理設備の監視カメラ数は提案でしょうか。 ご理解の通りです。 

61 
要求水準書

（案） 
27 第 2 7 (2) 衛生設備 ⑥都市ガスは事業用地のどこまで布設されているのでしょうか。 要求水準書（案）別紙をご確認ください。 

62 
要求水準書

（案） 
27 第 2 7 (2) 衛生設備 

⑥都市ガスの中圧管が事業敷地外までしかないとする場合、そこから

事業用地までの引き込み費用は誰が負担するのでしょうか。 

事業者負担となります。 

要求水準書（案）別紙をご確認ください。 

63 
要求水準書

（案） 
27 第 2 7 (2) 衛生設備 ⑥都市ガスの仕様がございますが、LP ガスの提案も可能でしょうか。 

ご理解の通りです。ご提案頂ければ、環境性や経済性等を踏まえて評

価します。 

64 
要求水準書

（案） 
27 第 2 7 (2) 衛生設備 

⑥都市ガスの仕様がございますが、オール電化（都市ガスを使用しな

い）提案も可能でしょうか。 

ご理解の通りです。ご提案頂ければ、環境性や経済性等を踏まえて評

価します。 

65 
要求水準書

（案） 
29 第 3 1 (7) 業務の体制 

「統括責任者」、「業務責任者」には、業務期間中の常駐が求められて

いるでしょうか。 

常駐は求めませんが、統括責任者や各業務責任者が勤務シフト等によ

り従事しない時間帯は、不測の事態や災害時に迅速かつ的確に対応で

きるようにしてください。 

66 
要求水準書

（案） 
29 第 3 1 (7) 業務体制 

「総括責任者」、「業務責任者」、「維持管理業務従事者」、「運営業務従

事者」にて、兼任できるのはいずれでしょうか。 
「統括責任者」と「業務責任者」の兼任は認めます。 

67 
要求水準書

（案） 
31 第 3 1 (14) 

ネーミングライツ導

入支援 
ネーミングライツ募集・決定の実施時期をご教示ください。 未定です。 

68 
要求水準書

（案） 
31 第 3 1 (14) 

ネーミングライツ導

入支援 

ネーミングライツ導入に伴う看板やサインの設計・施工は選定事業者

が行い、工事のやり直しも含めて係る費用はネーミングパートナーが

負担すると考えてよろしいですか。 

ご理解の通りです。 

69 
要求水準書

（案） 
39 第 3 7 (4) 修繕の確認 

修繕を実施する施工業者等に義務付けられる、貴県に対する瑕疵担保

の期間をご教示ください。 
入札公告時に明らかにします。 

70 
要求水準書

（案） 
39 第 3 7 (3) 業務の対象範囲 

旧動物愛護センターの焼却施設も業務の対象範囲となっていますが、

本事業開始後は受託事業者のみしか旧動物愛護センターの焼却施設を

使用しないと考えてよろしいでしょうか。 

ご理解の通りです。 

71 

整備事業の

概要(説明

会配布) 

1 第 2 (2)  整備運営方針 
事業費 13.99 億円に雨水対策費も含むとのご説明でありましたが、

雨水対策費の内容と予算規模のご教示をお願いいたします。 

本事業は調整池の設置等は不要ですので、雨水対策費は公表しません。 

雨水対策費を除いた予定価格は、入札公告時に明らかにします。 

72 

整備事業の

概要(説明

会配布) 

1 第 2 (2)  整備運営方針 事業費 13.99 億円の大まかな内訳のご教示をお願いいたします。 No.22 の回答をご確認ください。 

73 

整備事業の

概要(説明

会配布) 

1 第 2 (2)  整備運営方針 
事業費 13.99 億円は消費税 10％込みとの理解でよろしいでしょう

か。 
ご理解の通りです。 

74 

整備事業の

概要(説明

会配布) 

1 第 2 (2)  整備運営方針 

土地造成費、建物建設費、15 年間の管理運営費を含んで、事業費と

して 13.99 億円とありますが、業務ごとの想定金額を教えていただ

けないでしょうか、また、いつ時点の単価で試算したのでしょうか、

SPC 経費は別途でいくらを想定しているのでしょうか、要求水準書

(案)2 ページにある(3)事業の業務範囲で示されている各業務レベ

ルでよいので大まかな内訳金額のご教示をお願いいたします。 

No.22 の回答をご確認ください。 

75 実施方針 16 第 3 3 (3) 維持管理段階 

選定事業者の経営状況等の確認を行うとありますが、決算報告書の

提出との理解でよろしいでしょうか。また、他の資料を提出する場

合には、秘密保持契約書の締結が前提となりますが、その理解でよ

年次決済報告書や監査済財務書類について SPC のモニタリングのため

求めることがあります。 

秘密保持契約等が必要な書類は原則求めません。 
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ろしいでしょうか。 

76 実施方針 18 第 4 2  施設要件等 

駐車場の必要床面積は、中央森林公園駐車場と隣接していることを

踏まえて面積を設定することとありますが、中央森林公園駐車場は

有料となっています。当施設の駐車場を無料とした場合、多くの利

用が見込まれます。駐車場料金は中央森林公園駐車場と同一料金と

の理解でよろしいでしょうか。また、利用料金は事業者の収入とし、

事業者の判断で無料としてもよろしいでしょうか。 

当該施設の駐車場の利用料金は無料とする予定ですが、イベント時等

本事業用地の駐車場が満車になり、中央森林公園駐車場を利用して当

該施設に来訪される方の対応等については、別途、調整中です。 

このことを前提として駐車台数や管理方法についてご提案ください。 

77 実施方針 23 別紙 1 (共通） 21 不可抗力リスク 
一定の金額以下は事業者負担と記載されていますが、一定の金額レ

ベルとはどのくらいでしょうか。 
入札公告時に明らかにします。 

78 実施方針 23 別紙 1 (共通） 21 不可抗力リスク 

一定の金額以下は事業者負担と記載されていますが、近年、多くの

自然災害が発生し被害額も増加しております。事業者の負担は、年

1回までとの理解でよろしいでしょうか。 

入札公告時に明らかにします。 

79 実施方針 25 別紙 1 (共通） 45 瑕疵担保リスク 
瑕疵担保期間中とは、建設工事請負契約で規定する期間との理解で

よろしいでしょうか。 
入札公告時に明らかにします。 

80 実施方針 25 別紙 1 (共通） 61 備品更新リスク 
必要となる備品の更新とありますが、必要となる備品と、更新時期

の判断は事業者との理解でよろしいでしょうか 

必要となる備品とは、要求水準書（案）30頁(11)負担区分、に記載の

「敷材及び消耗部品等」のことです。 

更新時期は、要求水準書（案）以上を満たす場合はご理解の通りです。 

81 
要求水準書

（案） 
2 第１ 4  

本事業の 

スケジュール 
開設準備期間の提示をお願いいたします。 実施方針 4項 4）事業スケジュールをご確認ください。 

82 
要求水準書

（案） 
2 第１ 4  

本事業の 

スケジュール 

事前協議期間とその間の打合せ回数、設計・建設・維持管理の各協

議期間と打合せ回数、それ以外でも関係部署との協議、市民等への

相対での説明や打合せが必要な回数等の提示をお願いいたします。

準備経費の算定に必要となるため、よろしくお願いいたします。 

基本的な協議における回数は、入札公告時に明らかにします。 

83 
要求水準書

（案） 
13 第 2 3 (3) 備品設置業務 ⑤慰霊祭は県で行うとの理解でよろしいでしょうか。 ご理解の通りです。 

84 
要求水準書

（案） 
13 第 2 3 (3) 備品設置業務 

⑥旧センターから設置する備品について、通常の事務所の引っ越し

との理解でよろしいでしょうか、特殊な機器や特別な梱包、専門業

者等の手配、運搬後の調整作業等は不要との理解でよろしいでしょ

うか。 

県と協議等を行い、必要に応じて専門業者等の手配をしてください。

なお、移設する備品については別紙の資料 8を参照してください。 

85 
要求水準書

（案） 
16 第 2 6 (1) 建物 

SPC 職員の事務室（会議・応接・更衣含む）を追加提案することと、

建物の面積が拡大することは許容されるでしょうか。 
ご理解の通りです。 

86 
要求水準書

（案） 
16 第 2 6 (1) 建物 

事務室が 150 ㎡とありますが、想定している人数や配置等がありま

したらご提示をお願いいたします。 

事務室は職員 30 人程度を想定しています。配置等の想定はありません

が、保管庫や OA 機器、協議スペースの設置など含めて提案してくださ

い。 

87 
要求水準書

（案） 
16 第 2 6 (1) 建物 

下足での利用を想定している部屋がありましたら、提示をお願いい

たします。 

一般県民が利用する場所は履き替え不要とし、その他の場所は動物衛

生、作業動線等を考慮して提案してください。 

88 
要求水準書

（案） 
39 第 3 8 (2) 焼却業務 

搬送は月に 1・2回程度の想定とありますが、1回あたり大型犬、小

型犬等何頭程度なのでしょうか 

R2 年度（11 月末現在）実績は各市愛護センター分を含め、次のとおり

です。なお、頭数は変動する可能性があります。 

成犬 57、子犬 32、成猫 24、子猫 115 

89 
要求水準書

（案） 
39 第 3 8 (2) 焼却業務 

搬送にあたって、車両を他の業務との兼用にするのは難しいかと思

われます。新たに購入するとの理解でよろしいでしょうか。 
要求水準書（案）40 項（3）要求水準①イ）をご確認ください。 

90 
要求水準書

（案） 
39 第 3 8 (2) 焼却業務 

病死した動物は、冷凍する段階で、袋などに入れられているとの理

解でよろしいでしょうか。 
ご理解の通りです。 

91 
要求水準書

（案） 
40 第 3 8 (3) 焼却業務 

車両は、想定する動物頭数が運搬可能な規模とするとありますが、

平成 28 年度の殺処分は 300 頭程度と推測いたします。一回当たり

最大で 10 頭程度との理解でよろしいでしょうか。また、運搬後の

車両の消毒方法について、感染症に対応した基準等はありますでし

頭数については No.88 の回答をご確認ください。 

車両の消毒方法については特に基準等は定めていません。県との協議

を踏まえ、適切な方法で行っていただきます。 
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ょうか。 

92 
要求水準書

（案） 
41 第 3 9 (1) 

譲渡犬猫展示室運営

業務 
夜間は無人でよいとの理解でよろしいでしょうか。 ご理解の通りです。 

93 
要求水準書

（案） 
5 第 1 7 (1) 要求水準 

性能及び機能を満足する限りにおいて経年による劣化は許容する

ものとする、とありますが、満足する限りについて具体的な基準が

ありましたらお示しください。 

要求水準書で提示した性能及び機能・動作が確認できる範囲です。 

94 
要求水準書

（案） 
39 第 3 8 (1) 業務内容 

旧動物愛護センターの焼却機は、本事業の事業者以外の者が使用す

ることは想定されていないのでしょうか。利用が想定される場合

は、受付業務等は事業者が行うこととなりますでしょうか。 

事業者以外の利用は想定しておりません。 

95 
要求水準書

（案） 
38 第 3 7 (3) 修繕業務 

事業期間内の修繕業務は大小問わず選定事業者が行うとあります

が、事業期間中の大規模修繕の実施は想定していないとの理解でよ

ろしいでしょうか。 

事業期間中の大規模修繕の実施は想定しております。 

96 
実施方針

（案） 
4 第 1 1 (5) 事業スケジュール 

落札者の決定及び公表が令和 3年 4月と記載されていますが、実施

方針（案）7 頁の事業者の募集及び選定のスケジュールでは令和 3

年 5月と記載されています。どちらが正しいと理解すればよろしい

でしょうか。 

スケジュールは現在調整中です。 

入札公告時に明らかにします。 

97 
実施方針

（案） 
11 第 2 3 (1) 入札参加者の構成等 

協力企業については、地元企業をはじめとする事業者の事業参画機

会を広げるため、※１記載の協力企業の定義を「ＳＰＣから直接業

務の受託・請負をし、かつＳＰＣには出資しない企業」から「ＳＰ

Ｃに出資しない企業」とすることについてご検討頂けませんでしょ

うか。 

変更はしないものとします。 

98 
実施方針

（案） 
13 第 2 3 

(3) 

(4) 

入札参加者の参加資

格要件 

建築工事・土木工事双方に専任の技術者を配置する内容となってい

ますが、事業規模からも建設工事の専任のみとすることについてご

検討頂けますでしょうか。 

No.16 の回答をご確認ください。 

99 
実施方針

（案） 
23 別紙１   法制度リスク 

本事業に直接的影響を及ぼす法令等の新設・変更とありますが、具

体的な想定があればお示しください。 
入札公告時に明らかにします。 

100 実施方針 12 第 2 3 (2) 参加資格要件 
2).設計業務の No.2 欄「当該入札参加資格を申請している場合

は、、、」とありますが、申請可能な時期を教えて下さい。 
入札公告時期に申請可能にする予定です。 

101 
要求水準書 

（案） 
40 第 2 8 （3） 要求水準 

専用保冷車を購入するのではなく、クーラーボックス等で対応する

ことは可能でしょうか。 

ご理解の通りです。 

頭数（No88 回答参照）が変動する可能性があることに注意し、頭数に

応じて適切に対応する必要があります。 

 


